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令和２年１０月１日号 ②

○さゆりハイツ 1 戸（B 棟 2 号）
　（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　24,500 円～ 48,100 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○みどりハイツ 1 戸（C 棟 1 号）
　（2LDK）
▶家賃等（月額）
　家　賃　27,000 円～ 46,000 円（所得により決定）
　共益費　3,000 円
○みなみハイツ 1 戸（A 棟 4 号）
　（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　22,000 円～ 43,300 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○清水ハイツ 2 戸（202 号・204 号）
　（3DK）
▶家賃等（月額）
　家　賃　16,900 円～ 36,300 円（所得により決定）
　共益費　2,000 円
○共通事項
▶申込資格
　以下の条件を全て満たしている方
　①住宅に困窮していること
　②同居親族（婚姻予定者も含む）を有すること
　③政令による収入控除後の世帯の合計所得額が月
　　額 15 万８千円以下、ただし条件により所得月額
　　が 21 万４千円以下
　④納付すべき税や料金に滞納がないこと
　⑤申込者または同居予定者が反社会的勢力者でないこと
▶募集期間
　① 10 月 9 日（金）～ 10 月 22 日（木）
　② 10 月 23 日（金）～

　※期間内に複数の申込みがあった場合は、入居審
　　査や抽選等により入居の決定を行います。
　　なお、①の期間内に申込みがない場合に、②の
　　募集を行い、②の期間内は申込みがあれば終了
　　します。希望する方は事前に問合わせください。
▶受付時間
　午前 9 時～午後４時（土日、祝祭日を除く）
▶受付場所
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
▶申込方法
　入居申込書に必要事項を記入の上、下記へ直接ご
　持参ください。
※募集要項および申込用紙は、中郷ハイツ管理室に準
　備しているほか、町ホームページからダウンロード可
　能です。
▶入居可能日
　入居決定後、10 日以内

※不明な点等がありましたら、気軽に問合わせくだ
　さい。

▶申込み・問合せ先
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
　☎８５- １８３１

さゆりハイツ・みどりハイツ・みなみハイツ・清水ハイツの入居者を募集します



　観光消費の拡大及び町内経済の活性化を図ること
を目的に、町内宿泊施設で利用可能なクーポン（以
下「町クーポン」という。）を発行します。
▶内　容
　対象の町内宿泊施設で、宿泊を伴う 1 人あたり
1,000 円（税込）以上の宿泊プランへの支払いの際に、
1,000 円の支払いごとに 500 円の割引をします。

（1 人 1 回あたり最大 5,000 円割引）
　なお、「GoTo トラベル キャンペーン」及び「県民
泊まって元気キャンペーン」等、国や県等が行うキャ
ンペーンとの併用を可能とします。　
　支払いの際に割引する形となりますので、特別な
クーポン券や割引券等の発行はありません。
※宿泊を伴わないプランの場合は対象外となります。
▶対象宿泊施設（町内 5 施設）
　① Asahi 自然観
　　☎８３- ７１１１
　②大丸屋旅館
　　☎６７- ２１５５
　③朝日鉱泉ナチュラリストの家
　　☎０９０- ７６６４- ５８８０、☎６７- ３５８９
　④だいちゃん農園ゲストハウス
　　☎０９０- ２６０２- ７０５７

　⑤ゲストハウス松本亭一農舎
　　☎８４- ０８８０
▶対象期間
　9 月 18 日（金）～令和 3 年 2 月 28 日（日）宿泊
　分まで。
　ただし、宿泊施設ごと、配分された町クーポンが
　なくなり次第終了となります。
▶その他
　予約や利用方法・料金等の詳細については、各宿
　泊施設に問合わせください。

▶問合せ先
　総合産業課 商工観光係
　☎６７- ２１１３

「朝日町宿泊応援キャンペーン」について

○令和２年度文部科学省委託事業
「自然との絆を結び、感性と生きる力を育むネイ

チャーゲーム自然教室」
　秋葉山に登ったことがありますか。最近、コロナ
禍であまり自然に触れられませんね。ネイチャーゲー
ムをしながら、頂上までの自然を楽しみましょう。
▶対象者
　町内の小中学生 15 名
　（保護者も一緒に参加可能）
▶日時・場所
　10 月 17 日（土）午前 9 時～正午
　秋葉山グラウンド周辺
　※集合は、秋葉山グラウンドに午前 9 時
　※雨天時は秋葉山交遊館周辺で実施します。
▶服　装
　山歩きができる服装（※雨天時、雨具・傘を準備）

▶持ち物
　マスク、飲み物（水やお茶）、筆記用具、タオル、
　リュック
▶申込期日
　10 月 11 日（日）

▶申込み・問合せ先
　山形村山ネイチャーゲームの会
　朝日ナチュラリストクラブ
　西沢　☎６７- ３５８９

ネイチャーゲーム（自然体験ゲーム）で、秋葉山の自然を楽しもう



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　令和 2 年 10 月 1 日号② 

　コロナ禍の中、農作物の防除に支障をきたさない
よう、農産物を出荷販売している生産者に対し、防
除用マスクを１経営者につき 15 枚配布します。
　農協の部会、個選組合等に加入されている方につ
いては、事前に配布しておりますが、農産物の出荷
販売している方でまだ手元に届いていない方は、農
林振興課まで連絡をお願いします。

▶問合せ先
　農林振興課 農林振興係
　☎６７- ２１１４

コロナ禍における農作物の防除用マスクの配布について

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困
りの方の相談窓口を開設しています。
　相談員が借金の状況等を確認し、必要に応じて、
弁護士等の専門家に引き継ぎます。
　相談は無料で、秘密は厳守しますので、気軽に相
談ください。
▶相談専用電話
　☎０２３- ６４１- ５２０１
▶場　所
　山形市緑町 2-15-3
　（山形工業高校東側）

▶受　付　
　月～金曜日（土日祝日、年末年始除く）
　午前 8 時 30 分～正午
　午後 1 時～午後 4 時 30 分

▶問合せ先
　山形財務事務所 理財課
　☎０２３- ６４１- ５１７８

「借金返済に関する相談窓口」のご案内

○ 10 月は「不法投棄及び海岸漂着ごみ削減強化月間」
　多くの方から廃棄物の不法投棄や不適正処理に関
する情報を受け付けています。
　不法投棄等を見かけた場合には、右記へ連絡をく
ださい。
　その際、投棄者の特徴や車両番号を控えていただ
ければ、早期解決につながります。不法投棄された
ものは、地域を汚すとともに、最上川を流れ、海岸
も汚します。みんなで不法投棄を撲滅しましょう。

▶問合せ先
　村山総合支庁 保健福祉環境部 環境課
　廃棄物対策担当
　☎０２３- ６２１- ８４２７（直通）
　税務町民課 住民生活係
　☎６７- ２１１９

廃棄物の不法投棄は犯罪です

　10 月 3 日（土）は点検作業等のため、臨時休館と
なります。ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理
解とご協力をお願いします。

▶問合せ先
　町立図書館　☎６７- ２１１８

町立図書館 臨時休館のお知らせ



▶職種・採用人員　上級行政職　１名
▶採用予定日　令和３年４月１日
▶職務内容
　県内の市町村（山形市、米沢市、酒田市及び天童
　市を除く）及び一部事務組合の常勤の職員とその
　遺族に対する退職手当に関する事務
▶試験日　12 月 5 日（土）
▶試験会場
　山形県自治会館（山形市松波四丁目 1 番 15 号）
▶受験資格
　平成 8 年 4 月 2 日から平成 11 年 4 月 1 日までに
　生まれた方で、学校教育法による大学を卒業した
　方、又は令和 3 年 3 月までに卒業見込みである方

▶申込期間
　10 月 2 日（金）～ 11 月 16 日（月）
▶受験案内・申込書等
　県市町村職員退職手当組合ホームページで確認く
　ださい。（http://www.yamagata-taite.jp/）
▶その他
　不明な点については、下記へ問合わせください。

▶申込み・問合せ先
　山形県市町村職員退職手当組合 事務局
　☎０２３- ６３１- ０６５０

令和 2 年度 山形県市町村職員退職手当組合職員の募集

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会
保険料控除として、その年の課税所得から控除され
ます。控除対象となるのは、令和 2 年中（1 月 1 日
～ 12 月 31 日）に納められた保険料の全額です。

（※令和２年中に納められた過去の年度分の保険料や
追納された保険料も控除対象です）
　本年中に納付した国民年金保険料について、社会
保険料控除を受けるためには、日本年金機構から送
付される「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
の添付が必要です。
　手元に届きましたら大事に保管し、年末調整や確
定申告の際に使用してください。
▶社会保険料（国民年保険料）控除証明書の発送時期
　国民年金保険料を納付した時期で異なります。詳
細は右記のとおりです。

①令和 2 年１月１日～ 9 月 30 日までに納付した方
　発送時期：11 月上旬
②令和 2 年 10 月1日～ 12 月 31日までに納付した方
　発送時期：令和 3 年 2 月上旬

▶問合せ先
　ねんきん加入者ダイヤル
　☎０５７０- ００３- ００４
　（受付時間）
　月～金曜日　午前 8 時 30 分～午後 7 時
　第２土曜日　午前 9 時 30 分～午後 4 時
　※祝日（第 2 土曜日除く）及び 12 月 29 日～ 1 月
　　3 日は不可

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

　総務省では、全国一斉に10月19日（月）～25日（日）
を「行政相談週間」と定めています。
　行政の仕事やサービス、各種制度手続きについて、
困りごとや苦情、ご意見・ご要望がありましたら相
談ください。相談は無料で秘密は厳守します。なお、
町の相談日は右記のとおりです。
○総合相談
　毎月第 3 木曜日　午後１時～午後 3 時（受付）

▶日　時　10 月 15 日（木）　午後１時～午後３時
▶場　所　町開発センター 1 階 相談室
▶相談員
　行政相談委員、人権擁護委員

▶問合せ先
　税務町民課 住民生活係
　☎６７- ２１１９

「行政相談週間」のお知らせ

お知らせ板は、原則として毎月１日・16 日の月 2 回発行です。
掲載を希望する場合には、発行日の 9 日前までに原稿の提出をお願いします。

▶問合せ先　政策推進課 広報ブランド係　☎６７- ２１１２

お知らせ板発行及び原
稿の締め切りについて


